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答

弁

第

一

二

号 

   

衆
議
院
議
員
新
村
勝
雄
君
提
出
船
底
塗
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
六
第
一
二
号 

平
成
元
年
十
二
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
田 

村 
 

元 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
新
村
勝
雄
君
提
出
船
底
塗
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
に
関
す
る
再
質 

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

ビ
ス(

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ)
＝
オ
キ
シ
ド(

以
下｢

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ｣

と
い
う
。)

以
外
の
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物(

以

下｢

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物｣

と
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、
十
三
物
質
が
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下｢

化
審
法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
化
学

物
質
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
に
よ
る
環
境
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
九
月
に
環
境
庁
が
中
央
公
害
対
策
審
議

会
の
審
議
を
経
て
発
表
し
た｢

昭
和
六
十
三
年
度
生
物
モ
ニ
タ
リ
ン
グ(

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物)

結
果
の
概

要｣

に
お
い
て
、｢

直
ち
に
危
険
な
状
況
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い｣

と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に｢

現
在 



二
に
つ
い
て 

の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
使
用
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
本
化
合
物
に
関
す
る
調
査
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後

と
も
環
境
汚
染
の
状
況
を
監
視
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と

も
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
を
含
有
す
る
船
底
塗
料
等
に
つ
い
て
、
そ
の
製
造
、
使
用
等
の
面
で
、
環
境
の
汚
染
を
防

止
す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
普
及
、
製
品
中
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
含
有
率
の
低
減
、
可
能
な
限
り
の
使
用
の

自
粛
等
を
指
導
し
、
環
境
汚
染
状
況
の
監
視
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
化
審
法
上
必
要
な
場
合
に
は
同
法
に
基

づ
く
規
制
を
行
う
等
環
境
汚
染
対
策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

化
審
法
に
基
づ
く
化
学
物
質
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
そ
の
項
目
等
が
新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
及
び
指
定

化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
命
令
（
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
・
厚
生
省
・
通
商
産
業

省
令
第
一
号
）
等
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
厚
生
省
生
活
環
境
審
議
会
及
び
通
商
産
業
省

化
学
品
審
議
会
の
審
議
を
経
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
経
済
協
力
開
発
機
構(

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ)

が
公
表
し
て
い 

四 

 



三
に
つ
い
て 

こ
の
試
験
方
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
試
験
の
成
績
に
基
づ
き
、
厚
生
省
生
活
環
境
審
議
会
及
び
通
商
産

業
省
化
学
品
審
議
会
で
審
議
し
た
結
果
、
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ク
ロ
リ
ド
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
に
化

審
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
、
一
方
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ
に
つ
い
て 

は
、
今
般
、
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。 Ｔ

Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
化
合
物(

以
下｢

Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物｣

と
い
う
。)

の
製
造
数
量
等
に
つ

い
て
は
、
先
の
内
閣
衆
質
一
一
六
第
一
号(

平
成
元
年
十
月
二
十
日
付
け)

の
答
弁
書
の
一
に
つ
い
て
に
お
い
て

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

る
化
学
物
質
テ
ス
ト
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
合
致
し
て
い
る
。 

な
お
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ
を
除
く
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
十
三
物
質
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
七
物
質
を
各
々
一
括
し
て
答
弁
し 

五 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

な
お
、

近
に
お
け
る
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
製
品
中
の
含
有
率
は
、
指
導
を
踏
ま
え
、
一
割
程
度
に
抑
制
さ
れ

て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

船
底
塗
料
や
漁
網
防
汚
剤
の
製
品
中
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物(

以
下｢

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
等｣

と

い
う
。)

の
含
有
率
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の｢

具
体
的
に
何
パ
ー
セ
ン
ト
以
下｣

と
い
う
指
導
で
は
な
く
、
可
能
な

限
り
抑
制
す
る
旨
の
指
導
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
製
品
中
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
等
の
含
有
率
が
一
律
で
な
く
、

ま
た
、
製
品
の
基
本
的
効
能
を
維
持
し
つ
つ
製
品
中
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
等
を
低
減
す
る
こ
と
の
可
能
な
範
囲
が

製
品
に
よ
り
異
な
る
こ
と
を
勘
案
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

た
の
は
、
環
境
中
で
の
残
留
状
況
を
各
々
一
括
し
て
調
査
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
た
も
の
で
あ
る
。 

我
が
国
の
船
舶
の
種
類
別
及
び
材
質
別
の
総
ト
ン
数
の
合
計
に
つ
い
て
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

六 

 



六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

我
が
国
の
周
辺
海
域
を
航
行
す
る
船
舶
の
う
ち
有
機
ス
ズ
系
船
底
塗
料
を
使
用
し
て
い
る
船
舶
の
量
に
つ
い

て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

昭
和
六
十
三
年
の
港
湾
統
計
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
港
湾
に
入
港
し
た
外
航
船
（
日
本
船
舶
で
あ
る
も
の
を

含
む
。
）
の
総
ト
ン
数
の
合
計
は
、
十
三
億
七
千
九
百
八
十
六
万
七
千
ト
ン
で
あ
る
。 

な
お
、
有
機
ス
ズ
化
合
物
を
含
有
す
る
船
底
塗
料(

以
下｢

有
機
ス
ズ
系
船
底
塗
料｣

と
い
う
。)

を
使
用
し
て

い
る
船
舶
の
種
類
別
及
び
材
質
別
の
割
合
並
び
に
モ
ノ
マ
ー
系
の
有
機
ス
ズ
系
船
底
塗
料
を
使
用
し
て
い
る
船

舶
と
ポ
リ
マ
ー
系
の
有
機
ス
ズ
系
船
底
塗
料
を
使
用
し
て
い
る
船
舶
の
割
合
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

な
お
、
外
航
船
に
つ
い
て
の
船
籍
別
、
種
類
別
、
材
質
別
及
び
滞
留
日
数
別
の
総
ト
ン
数
の
合
計
並
び
に
有

機
ス
ズ
系
船
底
塗
料
を
使
用
し
て
い
る
外
航
船
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 七 

 



九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

有
機
ス
ズ
系
船
底
塗
料
の
使
用
が
規
制
さ
れ
た
場
合
に
、
何
割
の
船
舶
が
そ
の
対
象
と
な
る
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
政
府
は
、
現
在
、
有
機
ス
ズ
系
船
底
塗
料
の
使
用
の
自
粛
等
を
指
導
し
て
お
り
、
今
後
、
汚
染
の
状
況

を
勘
案
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
必
要
な
対
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

当
該
調
査
の
分
析
方
法
は
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法
で
あ
り
、
検
出
限
界
は
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
五
Ｐ
Ｐ
ｍ
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
水
質
の
分
析
値
は
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ク
ロ
リ
ド
換
算
し
た
も
の
で
あ
り
、
底
質
の
分

析
値
は
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ク
ロ
リ
ド
換
算
し
た
乾
重
量
当
た
り
の
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
六
十
三
年
度
に
東
京
湾
に
お
い
て
実
施
し
た
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
に
よ
る
汚
染
状
況
の
調
査
結
果
は
、
別
表

二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

八 

 



十
二
に
つ
い
て 

十
一
に
つ
い
て 

船
底
塗
料
に
お
け
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
の
使
用
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
際
海
事
機
関(

Ｉ
Ｍ
Ｏ)

海

洋
環
境
保
護
委
員
会
の
第
二
十
六
回
会
合(

昭
和
六
十
三
年
九
月
五
日
か
ら
同
月
九
日
ま
で
開
催)

に
お
い
て
提

起
さ
れ
、
第
二
十
七
回
会
合(

平
成
元
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
開
催)

に
お
い
て
作
業
計
画
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
第
二
十
九
回
会
合
（
平
成
二
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で
開
催

予
定
）
以
降
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

各
国
の
有
機
ス
ズ
化
合
物
に
関
す
る
水
質
基
準
の
設
定
例
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
承
知
し
て
い
な 

い
。 わ

さ
び
の
成
分
で
あ
る｢

ベ
ン
ジ
ル
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト｣
は
海
藻
や
貝
類
を
寄
せ
付
け
な
い
効
果
を
有
し 

各
国
の
規
制
状
況
に
つ
い
て
現
在
把
握
し
て
い
る
内
容
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。 九 

 



     

て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
水
中
に
お
け
る
長
期
安
定
性
が
な
い
、
大
量
生
産
を

す
る
手
法
が
開
発
さ
れ
て
い
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
直
ち
に
有
機
ス
ズ
化
合
物
の
代
替
品
と
な
る
も
の
で
な
い

と
理
解
し
て
い
る
。 

な
お
、
付
着
生
物
の
忌
避
等
の
機
構
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
政
府
機
関
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
蓄
積
は
有
機
ス
ズ
化
合
物
の
代
替
品
の
開
発
に
も
資
す
る
も
の
と
な

る
と
考
え
て
い
る
。 

一
〇 
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